
税金に関すること 固定資産税・都市計画税・軽自動車税などの減免手続

償却資産に関すること 償却資産の申告手続

障がい福祉に関すること

身体障害者手帳の申請手続
精神障害者保健福祉手帳の申請手続
小児慢性特定疾患児童日常生活用具の支給申請手続
地域生活支援給付費の支給手続
日常生活用具・補装具の支給手続
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給申請手続
障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給申請手続
特別児童扶養手当の認定請求手続
特別障害者手当の認定請求手続
障害児福祉手当の認定請求手続　など

福祉医療費の助成に関すること 福祉医療費受給者証の交付申請手続

生活保護に関すること 生活保護に関する手続

その他福祉の手続き 中国残留邦人等支援給付に関する手続　など

こども課 子育て支援に関すること

児童手当に関する手続
母子生活支援施設入所手続
児童扶養手当に関する手続
母子家庭等自立支援給付金に関する手続
保育園入園手続　など

介護サービスに関すること
介護認定に関する手続
介護サービス等の利用者負担軽減に関する手続
介護サービス等の給付に関する手続　など

高齢者支援に関すること 高齢者の措置に関する手続　など

健康増進課 母子保健に関すること 母子保健に関する手続

国民健康保険に関すること
国民健康保険の異動に手続
国民健康保険税に関する手続　など

後期高齢者医療保険に関すること 後期高齢者医療保険の異動に伴う手続　など

建築指導課 市営住宅に関すること 市営住宅等の入居手続　など

各課 市からの支払いに関すること 市からの報酬支払い手続　など

平成28年１月から市の窓口等でマイナンバーを使う主な手続き

担当部署 区分
手続きの内容

（マイナンバーの記載が必要となる主な申請書）

下記の手続きには、申請等において必要な証書、証明書等に加えて、マイナンバーの確認及び本人の確認のための証明書等
が必要となります。

《マイナンバー及び本人確認のために必要なもの》
●個人番号カード（無料で取得できます）

　⇒個人番号カードがない場合
　●マイナンバーの確認書類として：通知カード
　●本人確認書類として：運転免許証、パスポートなどの写真付きの身分証明証

　　⇒写真付きの身分証明証がない場合は、下記のうち２点が本人確認書類として必要となります。
　　・健康保険証　・介護保険証　・年金手帳　・福祉医療費受給者証　・印鑑登録証明書　など

○その他、各手続において申請に必要となる書類・申請方法等は、各担当部署へお問い合わせ下さい。

国保年金課

税務課

福祉課

高齢福祉課


